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認可外保育施設設置者 殿 

 

東京都福祉局子供・子育て支援部 

認証・認可外保育施設担当課長 

安原 理恵 

（公印省略） 

 

令和７年度認可外保育施設運営状況報告の提出について（依頼） 

 

標記の件について、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５９条第１項及び第５９条の

２の５並びに認可外保育施設に対する指導監督要綱（昭和５７年６月１５日付５６福児母第９９

０号）第７条の規定に基づき、下記のとおり御報告をお願いします。 

 

記 

 

１ 報告形式 

次のいずれかの形式により報告してください。 

ア 電子報告 

イ 書面報告 

※電子での報告を原則とし、難しい場合のみ書面報告を可とします。 

※書面報告を希望の場合は、以下の URL より運営状況報告（別記第４号様式）及び職員

名簿をダウンロードの上、作成し提出してください。 

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/ninkagai-

jigyousha/houkoku.html 

※メールによる提出は受付できませんので、御注意ください。 

※報告形式の併用（提出書類の一部を電子報告、一部を書面報告で提出）は不可です。 

※作成に当たっては「運営状況報告作成要領」を、電子報告に当たって「電子報告の手引

き」を御確認ください。 

 

２ 報告書類 

別紙「提出書類一覧」のとおり 

 

３ 提出先 

（１）電子報告の場合 

Logo フォームに必要事項を入力の上、別紙「提出書類一覧」を添付して提出してください。 

URL：https://logoform.jp/form/tmgform/435092 

（２）書面報告の場合 

別紙「提出書類一覧」を所定部数、郵送にて提出してください。 

〒１６３－８００１ 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

東京都福祉局 子供・子育て支援部 保育支援課 民間保育援助担当 

QRコード 



４ 報告の基準日 

令和７年１０月１日（水曜日） 

※休業日等のため当該基準日に運営しなかった場合は、直後に運営した日を基準日としてください。 

 

５ 報告期限 

令和７年１１月７日（金曜日）※厳守 

 

６ 注意事項 

（１）報告作成に当たっては「運営状況報告作成要領」を、電子報告に当たっては「電子報告の手

引き」を御確認ください。 

（２）電子報告で登録した内容の修正については、以下の必要事項をご記載いただき、メールで

ご連絡ください（多くのお問い合わせが来ることが予想されるため、メールでの連絡に御協

力をお願いいたします。）。御連絡いただいた施設に対して、担当より補正依頼のメールをお

送りします。 

＜メール送付の際の注意点＞ 

※メール件名は「Ｒ７年度認可外保育施設 運営状況報告の内容修正について（施設名）」

としてください。 

【例】Ｒ７年度認可外保育施設 運営状況報告の内容修正について（とうきょうと保育園） 

※メール本文に①施設名、②所在区市町村、③受付番号を記載してください。 

 

７ その他 

（１）変更事項の届出について 

次のアからエに掲げる届出事項に変更が生じた場合は、別途、認可外保育施設事業内容等

変更届（別記第２号様式）により速やかに届け出てください。 

ア 施設の名称及び所在地 

イ 設置者の氏名（名称）及び住所（所在地） 

ウ 管理者（施設長）の氏名及び住所 

エ 建物その他の設備の規模及び構造 

（２）休止中又は廃止済の施設について 

令和７年１０月１日時点で休止中又は廃止済の施設からの報告は不要です。 

※「認可外保育施設休止・廃止届」が未届の場合は速やかに届け出てください。 

※必要な様式等は都ホームページで御確認ください。 

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/todoke-hokoku/

ninkagai_youshiki.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

 東京都福祉局子供・子育て支援部 

保育支援課民間保育援助担当 

 電話：０３－５３２０－４１３１ 

メール：ninkagaihoiku@section.metro.tokyo.jp 

QRコード 



別紙 

提出書類一覧 

 

（１）電子報告の場合 

認可外保育施設運営状況報告 Logo フォームに必要事項を入力の上、下表の書類を添付し

て提出してください。 

 

（２）書面報告の場合 

ア 下表の書類を所定の部数、提出してください。 

イ 別添「運営状況報告等送付書（書面報告用）」で不足書類がないかを御確認の上、「運営状

況報告等送付書（書面報告用）」を添えて提出してください。 

 

№ 提出書類 
部数 

（書面報告の場合） 
（※） 

１ 運営状況報告（別記第４号様式）・職員名簿 ３部 ◎ 

２ 配置図（隣接している建物、接道がわかるもの） ３部 ◎ 

３ 
平面図（保育室の有効面積、出入口、避難経路を記入 

すること） 
３部 ◎ 

４ シフト表 ３部 ◎ 

５ 
有資格者（保育士、看護師等）の資格が確認できる書 

類の写し 
１部 ◎ 

６ 
研修受講証の写し（※１日に保育する乳幼児の数が 

５人以下の施設は必須） 
１部 ○ 

７ 入所児童に関する保険の契約書類（保険証書）の写し １部 ○ 

８ 料金表 １部 ○ 

９ パンフレット、しおり １部 ○ 

１０ 
企業主導型保育事業助成決定通知書 

（助成決定を受けている場合のみ） 
１部 ○ 

※「◎」：必須         

「○」：提出できる場合のみ  

 



(参考) 

保育を行うことを目的とする施設の運営に対する指導監督について 

 

１ 都道府県知事の行う指導監督の趣旨 

児童の安全確保等の観点から、都道府県知事は、保育を行うことを目的とする施設の運営(児

童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、運営状況が児童の福祉上問題

がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。 
 

２ 法的根拠 

認可外保育施設についても、児童福祉法に基づき、都道府県知事が必要と認める事項の報告

や職員による立入調査や質問に協力いただくこととなっています。(児童福祉法第 59 条第 1

項、第 59条の 2の 5) 

正当な理由がないのに報告をしないこと、虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌

避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は、罰則が適用されま

す。(児童福祉法第 62条第 7号) 
 

３ 具体的な指導監督の内容 

上記の根拠に基づき、都道府県知事は、別に定められた指導監督基準に沿って、指導監督を

行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行います。 

児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告を行い、勧

告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができると規定さ

れています。(児童福祉法第 59条第 3項～第 6項) 
 

４ 改善措置 

施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体

的に運営に関する改善指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。 

なお、消防部局、衛生主管部局等においても、消防法、食品衛生法等関係法令に基づく指導

監督が行われており、これらの部局から指導を受けた場合には、それに従って改善措置をとる

必要があることにも留意してください。 
 

５ その他 

次のような事例が生じた場合は、速やかに都まで御報告ください。 

（１）責任の所在の如何を問わず、施設の管理下において以下の事故・事案が生じた場合 

ア 死亡事故 

イ 意識不明事故 

ウ 治療に要する期間が 30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故 

エ 食中毒事案 

オ 園外活動時等における迷子、置き去り、連れ去り等の事案 

カ その他、児童の生命又は心身に重大な被害が生じる事故に直結するような事案（児童へ

の暴力やわいせつ行為等の事実があると思慮される事案を含む。） 

（２）24時間継続して概ね 5日間以上施設に滞在している児童がいる場合 

※詳細は「認可外保育施設に対する指導監督要綱」を御確認ください。 

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/shidoukantoku-

kijun/youkou050401.html 


